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跡見学園女子大学ソーシャルメディア利用に関するガイドライン 
 

現在、SNS や動画共有サイトなど、利用者が情報を発信することにより形成されるソ

ーシャルメディアは世界中で多くの人に活用されている。その一方で、不適切な発信が

意図しない問題を引き起こし、社会に多大な影響を与えるだけではなく、発信者自身が

大きな損害を被る場合もある。 
本ガイドラインは、学生および教職員の一人ひとりがソーシャルメディアの特性とリ

スクや自らが負うべき社会的責任を理解し、ソーシャルメディアを適切かつ安全で効果

的に活用できるための行動指針として以下の通り定める。 
 
１．ソーシャルメディアの定義 

 ソーシャルメディアとは、SNS（Twitter、Facebook など）、動画・写真共有サイト

（YouTube、ニコニコ動画など）、ブログ、掲示板など、利用者の発信した情報や利用者

間のつながりによって形成されるメディアを総称して言う。 
 
２．対象 

 跡見学園女子大学の教職員、学生（大学院生、科目等履修生等を含む）が、業務、プ

ライベートにかかわらず、ソーシャルメディアを利用する行為を対象とする。 
 
３．指針 
（1）法令遵守 

日本国の法令を遵守すること。特に著作権侵害、商標の無断使用、他者への誹謗中

傷や名誉棄損、公序良俗に反する表現などがないよう、細心の注意を払うこと。留学

や旅行などの海外渡航中においては，関係国の法令や国際法を遵守すること。 
 
（2）各メディアの運用ルールの理解 

各メディアにより情報公開範囲やアカウント登録などのルールは異なり、変更され

ることもある。各メディアの運用ルール、規約等を理解した上で利用すること。 
 

 （3）責任を持った発信 
ソーシャルメディアは公共の場であることを常に意識すること。発信された情報は、

さまざまな背景や考え方を持つ全世界の不特定多数が目にすることになる。発信され

た情報は容易にコピーや転送ができるため、一度拡散されると自身でコントロールす

ることができなくなる。しかも、インターネット上から完全に削除することはできな

い。 
また、発信した情報が個人を超えて大学のイメージとして受け取られる可能性もあ
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ることを十分に自覚して利用すること。 
 
（4）個人情報・プライバシー保護・機密情報の取扱い 

自分や関係者の個人情報を公表しないよう、発信内容には細心の注意を払うこと。

発信した情報の中に個人情報を直接公表しなかったとしても、複数の発信内容を組み

合わせることによって個人の特定が可能になるため、氏名や所属、顔写真等、個人の

特定につながる情報を発信する場合は、細心の注意を払うこと。特に、自分が発信す

る情報の中に他者の情報が含まれている場合は、当該者の同意を得ることはもちろん、

発信する内容が当該者のプライバシー侵害に該当していないかを留意すること。 
また、職場（アルバイト先を含む）等で職務上知り得た機密情報や未決定ならびに

未公開情報等の取り扱いについては十分に注意すること。 
 
（5）情報の正確性についての留意 

正しい情報の発信に努めること。不正確な情報や誤解を招く表現により、他者や社

会全体に大きな影響を与える可能性がある。自身が発信した情報に誤りがあるとわか

った場合は、無用な誤解やトラブルを避けるために、変更箇所･事由をなるべく明記し、

速やかに情報を訂正、謝罪すること。 
また、他者が発信した情報の中には根拠が明確ではないものもある。リツイート等

によって情報を拡散させる場合は、その情報が正しいものであるかに留意し、無責任

な行為は行わないようにすること。 
 

 （6）自己防衛のために 
「友達申請」や「フォロー」など、顔の見えない他者とつながりを持つ場合は、相

手とのつながりを持ったことでどのような影響があるのかを慎重に検討すること。 
また、アカウントの乗っ取りを防止するために、パスワードは他人が容易に推測で

きない設定を推奨する。 
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